
○○○○ 開設期間

２月14日(火)～３月15日(水)

※ 土・日曜日を除きますが、

２月19日(日)及び26日(日)は開設します。

○○○○ 相談受付

午前８時３０分 ～ 午後４時

（相談は午前９時15分から）

税務署内に申告書作成会場はありません。

確定申告のお知らせ確定申告のお知らせ確定申告のお知らせ確定申告のお知らせ

○○○○ 所在地所在地所在地所在地

東京都中央区築地５－３－１

○○○○ 最寄りの交通機関

大江戸線 築地市場駅 徒歩１分

日比谷線 東銀座駅 徒歩７分

築地駅 徒歩８分

税務署内税務署内税務署内税務署内にににに申告書作成会場申告書作成会場申告書作成会場申告書作成会場はありませんはありませんはありませんはありません。。。。

申告書作成会場は「東京国税局１階」です

平成28年分の確定申告の提出・納付期限

◎所得税及び復興特別所得税、贈与税 ３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水））））

◎消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 ３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（金金金金））））

≪徒歩≫「神田警察通り」から「神田警察署前」交差点を入り、

　　　　　　二つ目の交差点を左折、左側三番目の建物

税理士による無料申告相談

～申告書を作成できます～≪ 税理士会主催 ≫

○○○○ 会場会場会場会場・・・・所在地所在地所在地所在地

東京税理士会神田支部事務所

神田錦町２－５第２亀谷ビル４階

○○○○ 最寄りの交通機関

東西線 竹橋駅 徒歩10分

都営三田線 神保町駅 徒歩10分

都営新宿線 小川町駅 徒歩10分

○ 開設期間

２月13日(月)～３月10日(金)

※ 土・日曜日及び３月７日(火)を除きます。

○ 相談受付

午前１０時 ～ 午後３時

※ 当会場は、土地、建物、株式などの

譲渡所得の相談や贈与税の相談は除きます。

東京税理士会

神田支部

白

山

通

り

千

代

田

通

り

神田

神田警察署

Ａ９出口

都営三田線

神保町駅

東京メトロ東西線 竹橋駅

１ｂ出口

３ｂ出口

一ツ橋河岸 錦町河岸

Ｂ７出口都営新宿線 小川町駅

神田警察通り

本

郷

通

り

税務署前 美土代町

神田橋

共立講堂

如水会館

高速道路

神田警察署前

税務署

申告書申告書申告書申告書にはマイナンバーのにはマイナンバーのにはマイナンバーのにはマイナンバーの記載記載記載記載がががが必要必要必要必要ですですですです！！！！

◎ 平成28年分から所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の申告書には、

マイナンバー（個人番号）の記載が必要です。

◎ 税務署では本人確認を行いますので、申告書を提出する際は、申告されるご本人の本人確認

書類の提示または写写写写ししししの添付が必要です。

≪本人確認を行うときに使用する書類の例≫

① マイナンバーカード（個人番号カード）のみ【番号確認及び身元確認書類】

② 通知カードなど【番号確認書類】＋運転免許証など【身元確認書類】

※ 郵送にて申告書を提出される場合は、①の写写写写ししししまたは②の写写写写ししししを添付してください。

神田税務署　〒101-8464　千代田区神田錦町3丁目3番地　                        ℡03-3294-4811

※ 郵送にて申告書を提出される場合は、①の写写写写ししししまたは②の写写写写ししししを添付してください。

（①の写写写写ししししを添付される際は、表面及び裏面の写写写写ししししが必要です。）

※ ご自宅からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示または写写写写ししししの提出は不要です。


